
官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
敷
地
及
び
構
造
に
係
る
劣
化
の
状
況
の

点
検
を
要
す
る
建
築
物
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

第
一

官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
本
則
関
係
）

一

階
数
が
二
以
上
で
あ
る
建
築
物

二

延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

第
二

こ
の
政
令
は
、
建
築
物
の
安
全
性
及
び
市
街
地
の
防
災
機
能
の
確
保
等
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


